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労務費ダンピング調査の結果に基づく要請

「□□□□工事」における労務費ダンピング調査の結果、十分な労務費を考慮した入札を行ったと判断できる合理的な理由が認められませんでした。貴社においては、建設業法及び関係法令を遵守するとともに、下記事項について改善措置を講じるよう、要請します。

記

	指摘事項
	入札金額の内訳に記載された直接工事費（労務費）が適正な賃金を支払うために不十分と思われたため、その理由を確認した、合理的な理由を示さなかった。

	要請事項
	以降の入札においては、合理的な理由なく労務費を削減しないこと。



